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小学校生活科 学習指導要領新旧対照表 

現   行 改   訂 

 

第５節 生  活 

 

第１ 目 標 

 具体的な活動や体験を通して，自分と身近な人々，社会及び自然とのかかわり

に関心をもち，自分自身や自分の生活について考えさせるとともに，その過程に

おいて生活上必要な習慣や技能を身に付けさせ，自立への基礎を養う。 

 

第２ 各学年の目標及び内容 

  〔第１学年及び第２学年〕 

 １ 目 標 

(1) 自分と身近な人々及び地域の様々な場所，公共物などとのかかわりに関

心をもち，それらに愛着をもつことができるようにするとともに，集団や

社会の一員として自分の役割や行動の仕方について考え，適切に行動 で

きるようにする。 

(2) 自分と身近な動物や植物などの自然とのかかわりに関心をもち，自然を

大切にしたり，自分たちの遊びや生活を工夫したりすることができるよう

にする。 

（新設） 

 

 

(3) 身近な人々，社会及び自然に関する活動の楽しさを味わうとともに，そ

れらを通して気付いたことや楽しかったことなどを言葉，絵，動作，劇化

など により表現 できるようにする。 

 ２ 内 容 

(1) 学校の施設の様子及び先生など学校生活を支えている人々や友達のこと

が分かり，楽しく安心して遊びや生活ができるようにするとともに，通学

 

第 5節 生   活 

 

第 1 目 標 

具体的な活動や体験を通して，自分と身近な人々，社会及び自然とのかかわり

に関心をもち，自分自身や自分の生活について考えさせるとともに，その過程に

おいて生活上必要な習慣や技能を身に付けさせ，自立への基礎を養う。 

 

第２ 各学年の目標及び内容 

〔第１学年及び第２学年〕 

１ 目 標 

(1）自分と身近な人々及び地域の様々な場所，公共物などとのかかわりに関

心をもち，地域のよさに気付き，愛着をもつことができるようにするとと

もに，集団や社会の一員として自分の役割や行動の仕方について考え，安

全で適切な行動ができるようにする。 

(2）自分と身近な動物や植物などの自然とのかかわりに関心をもち，自然の

すばらしさに気付き，自然を大切にしたり，自分たちの遊びや生活を工夫

したりすることができるようにする。 

(3）身近な人々，社会及び自然とのかかわりを深めることを通して，自分の

よさや可能性に気付き，意欲と自信をもって生活することができるように

する。 

(4）身近な人々，社会及び自然に関する活動の楽しさを味わうとともに，そ

れらを通して気付いたことや楽しかったことなどについて，言葉，絵，動

作，劇化などの方法により表現し，考えることができるようにする。 

２ 内 容 

(1) 学校の施設の様子及び先生など学校生活を支えている人々や友達のこと

が分かり，楽しく安心して遊びや生活ができるようにするとともに，通学
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路の様子 などに関心をもち，安全な登下校ができるようにする。 

 

(2) 家庭生活を支えている家族のことや自分でできることなどについて考え，

自分の役割を積極的に果たすとともに，規則正しく健康に気を付けて生活

することができるようにする。 

(3) 自分たちの生活は地域の人々や様々な場所とかかわっていることが分か

り，それらに親しみ をもち，人々と適切に接することや安全に生活する

ことができるようにする。 

(4) 公共物や公共施設はみんなのものであることやそれを支えている人々が

いることなどが分かり，それらを大切にし，安全に気を付けて正しく利用

することができるようにする。 

(5) 身近な自然を観察したり，季節や地域の行事にかかわる活動を行ったり

して，四季の変化や季節によって生活の様子が変わることに気付き，自分

たちの生活を工夫したり楽しくしたりできるようにする。 

(6) 身の回りの自然を利用したり，身近にある物を使ったりなどして遊びを

工夫し，みんなで遊びを楽しむことができるようにする。 

 

(7) 動物を飼ったり植物を育てたりして，それらの育つ場所，変化や成長の

様子に関心をもち，また，それらは生命をもっていることや成長している

ことに気付き，生き物への親しみをもち，大切にすることができるように

する。 

（新設） 

 

 

(8) 多くの人々の支えにより自分が大きくなったこと，自分でできるように

なったこと，役割が増えたことなどが分かり，これまでの生活や成長を支

えてくれた人々に感謝の気持ちをもつとともに，これからの成長への願い

をもって，意欲的に生活することができるようにする。 

 

 

路の様子やその安全を守っている人々などに関心をもち，安全な登下校が

できるようにする。 

(2) 家庭生活を支えている家族のことや自分でできることなどについて考え，

自分の役割を積極的に果たすとともに，規則正しく健康に気を付けて生活

することができるようにする。 

(3) 自分たちの生活は地域で生活したり働いたりしている人々や様々な場所

とかかわっていることが分かり，それらに親しみや愛着をもち，人々と適

切に接することや安全に生活することができるようにする。 

(4) 公共物や公共施設を利用し，身の回りにはみんなで使うものがあること

やそれを支えている人々がいることなどが分かり，それらを大切にし，安

全に気を付けて正しく利用することができるようにする。 

(5) 身近な自然を観察したり，季節や地域の行事にかかわる活動を行ったり

などして，四季の変化や季節によって生活の様子が変わることに気付き，

自分たちの生活を工夫したり楽しくしたりできるようにする。 

(6) 身近な自然を利用したり，身近にある物を使ったりなどして，遊びや遊

びに使う物を工夫してつくり，その面白さや自然の不思議さに気付き，み

んなで遊びを楽しむことができるようにする。 

(7) 動物を飼ったり植物を育てたりして，それらの育つ場所，変化や成長の

様子に関心をもち，また，それらは生命をもっていることや成長している

ことに気付き，生き物への親しみをもち，大切にすることができるように

する。 

(8) 自分たちの生活や地域の出来事を身近な人々と伝え合う活動を行い，身

近な人々とかかわることの楽しさが分かり，進んで交流することができる

ようにする。 

(9) 自分自身の成長を振り返り，多くの人々の支えにより自分が大きくなっ

たこと，自分でできるようになったこと，役割が増えたことなどが分かり，

これまでの生活や成長を支えてくれた人々に感謝の気持ちをもつととも

に，これからの成長への願いをもって，意欲的に生活することができるよ

うにする。 
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第３ 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い 

 １ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 地域の人々，社会及び自然を生かすとともに，それらを一体的に扱うよ

うに学習活動を工夫すること。 

(2) 自分と地域の人々，社会及び自然とのかかわりが具体的に把握できるよ

うな学習活動を行うこととし，校外での活動を積極的に取り入れること。

なお，必要に応じて手紙や電話などを用い伝え合う活動についても工夫す

ること。 

(3) 具体的な活動や体験を行うに当たっては，身近な幼児や高齢者，障害の

ある児童生徒など 多様な人々と触れ合うことができるようにすること。 

(4) 第２の内容の(7)については，２学年にわたって取り扱うものとし，動

物や植物へのかかわり方が次第に深まるようにすること。 

 

(5) 生活上必要な習慣や技能の指導については，人，社会，自然及び自分自

身にかかわる学習活動の展開に即して行うようにすること。 

(6) 国語，音楽，図画工作 など他教科等との関連を 図り，指導の効果を

高めるようにすること。     

 

（新設） 

 

 

(新設) 

(現行学習指導要領第３、１、（１）に対応) 

 

(新設) 

 

(現行学習指導要領第３、１、（３）に対応) 

 

(現行学習指導要領第３、１、（５）に対応) 

 

第 3 指導計画の作成と 内容の取扱い 

１．指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

 （新学習指導要領第３，２、（１）に対応） 

 

(1) 自分と地域の人々，社会及び自然とのかかわりが具体的に把握できるよ

うな学習活動を行うこととし，校外での活動を積極的に取り入れること。 

 

 

（新学習指導要領第３，２、（２）に対応） 

 

(2) 第２の内容の(7)については，２学年にわたって取り扱うものとし，動物

や植物へのかかわり方が 深まるよう継続的な飼育，栽培を行うようにす

ること。 

(新学習指導要領第３、２、（４）に対応) 

 

(3) 国語科，音楽科，図画工作科など他教科等との関連を積極的に図り，指

導の効果を高めるようにすること。特に，第１学年入学当初においては，

生活科を中心とした合科的な指導を行うなどの工夫をすること。 

(4) 第１章総則の第１の２及び第３章道徳の第１に示す道徳教育の目標に基

づき，道徳の時間などとの関連を考慮しながら，第３章道徳の第２に示す

内容について，生活科の特質に応じて適切な指導をすること。 

２．第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 地域の人々，社会及び自然を生かすとともに，それらを一体的に扱うよ

う 学習活動を工夫すること。 

(2) 具体的な活動や体験を通して気付いたことを基に考えさせるため，見付

ける，比べる，たとえるなどの多様な学習活動を工夫すること。 

(3) 具体的な活動や体験を行うに当たっては，身近な幼児や高齢者，障害の

ある児童生徒などの多様な人々と触れ合うことができるようにすること。 

(4) 生活上必要な習慣や技能の指導については，人，社会，自然及び自分自

身にかかわる学習活動の展開に即して行うようにすること。 
 


